
一 般 国 道 432号 （ 竹 原 バ イ パ ス ） 道 路 改 良 事 業 に 係 る 

神 田 遺 跡 土 壌 等 分 析 業 務 委 託 特 記 仕 様 書  

 

（目的）  

第１条  本特記仕様書は、公益財団法人広島県教育事業団 (甲 )が、分析業務

受託者 (乙 )に委託する、一般国道 432号（竹原バイパス）道路改良事業に係

る神田遺跡土壌等分析業務に関して規定したものである。  

（作業基準）  

第２条  本業務は、本特記仕様書に基づき実施するものとする。  

（業務内容）  

第３条  本業務の内容は次のとおりとする。  

（１）業務内容  別紙のとおり  

（２）業務場所  乙の作業所  

（３）履行期間  令和８年７月 24日から令和９年２月 26日まで  

（分析試料の採取）  

第４条  本業務の分析試料については、乙が甲の埋蔵文化財調査室（広島県

広島市西区観音新町四丁目８番 49号）において採取するものとし、これに

要する費用は乙が負担するものとする。  

（業務実施計画書）  

第５条  乙は、本特記仕様書に基づき、作業の方法、使用する主要な機器、

要員、日程等について業務実施計画書を作成し、甲に提出し、甲の承認を

得るものとする。  

（履行期間中の資料等の保管）  

第６条  本業務の実施により収集・作成された資料 (写真・図面及びその他の

記録物 )については、本業務履行期間中は、乙の責任において適切に管理・

保管しなければならない。  

２  本業務の実施により収集・作成された資料 (写真・図面及びその他の記録

物 )については、許可なく他に利用してはならない。  

（成果品）  

第７条  乙は、本業務を完了したときは、別紙に示した成果品を甲に提出し

なければならない。  

２  甲は、乙から提出された成果品を検査し、当該検査の結果を乙に通知し

なければならない。  

３  乙は、前項の規定の検査に合格しないときは、直ちに修正して甲の検査

を受けなければならない。  



４  成果品の提出・修正に要する経費は、乙が負担するものとする。  

（業務委託料の支払い）  

第８条  業務委託料の支払いは、本業務完了後の一括払いとする。  

２  乙は、前条第２項の検査に最終的に合格したときに、業務委託料の支払

いを請求することができる。  

（本業務完了後の資料等の取扱い）  

第９条  乙が、本業務の実施により収集・作成した資料 (成果品を含む写真・

図面及びその他の記録物 )の所有権及び著作権は、本業務完了後はすべて甲

に帰属するものとする。  

２  乙が、本業務の実施により収集・作成した資料 (成果品を含む写真・図面

及びその他の記録物 )は、本業務完了後においても、甲の許可なく無断で公

表し、また第三者に貸与及び使用させてはならないものとする。  

（指示等及び協議の書面主義）  

第 10条  本業務に係る重要な指示等及び協議は、書面により行うものとする。

ただし、業務場所における詳細な指示等及び緊急やむを得ない事情がある

場合は、口頭で行うことができるものとする。  

（疑義の解決）  

第 11条  本特記仕様書に疑義が生じた場合は、甲及び乙の協議のうえ決定す

るものとする。  

 



業務内容 

１ 目的 

本業務は、神田遺跡の時代を特定するとともに、神田遺跡に堆積する土壌の成因、土

壌の基本的性質、土壌に含まれる微細物（種子等）を特定することを目的とする。 

 

２ 業務内容 

（１） 現地試料採取 

採取場所：公益財団法人広島県教育事業団事務局 埋蔵文化財調査室 

（広島県広島市西区観音新町四丁目 8番 49号） 

（２） 年代測定 

 14Ｃ年代測定（土壌試料 10 点に含まれる炭化物の抽出・測定、炭化材２点及び炭

化物６点の測定、木製品１点の測定） 

（３） 土壌分析 

ア 植物珪酸体分析（土壌試料 10点に含まれる植物珪酸体の確認） 

イ 微細物分析（土壌試料 10点の洗出し及び分析、洗出し試料同定及び解析） 

（４） 土壌理化学分析 

ア 試料調整（土壌試料 10点の乾燥・粉砕・資料情報の記載） 

イ 全炭素・全窒素（土壌試料に含まれる全炭素・全窒素含有率の分析） 

（５） 樹種同定 

炭化材１点、炭化物１点、木製品１点の樹種同定 

（６） 報告書作成 

ア 本業務の報告書は、発掘調査報告書中に掲載するため、次の報告書体裁に沿っ  

て作成する。特に、図表・写真の添付には、版面の大きさに留意する。なお、こ

の報告書体裁により難い場合は、別途甲と協議すること。 

報告書体裁 

区 分 内 容 

版組・組型 Ａ４版・横組 

版面の大きさ 
横 16.0㎝、縦 23.5㎝（うち 0.5㎝はキャプ

ション分） 

本文 

字体及びポイント ＭＳ明朝体 10.5ポイント 

字数 43字 

行数 35行 

タイトル 字体及びポイント ＭＳ明朝体 14～16ポイント 

小見出し 字体及びポイント ＭＳゴシック体 10.5ポイント 

註 字体及びポイント ＭＳ明朝体９ポイント 

 

別紙 



イ 報告書には、文化庁編『発掘調査の手引き－整理・報告書編－』（2010）の「第

Ⅳ章報告書の記載事項 ５自然科学分析」（P180）を参考に、本業務の目的・業務

内容・作業手順・使用機材・結果・考察を、図表・写真等を用いてわかりやすく

記載すること。 

ウ 報告書は製本したもののほか、USBメモリー等に記録したデジタルデータを納入

する。このデジタルデータは、Microsoft社製「Word」「Excel」で編集が可能であ

ることとする。また、独自で作成した外字は使用しないこととする。 

 

３ 分析試料点数 

（１）年代測定資料 

   試料 19点（土壌試料 10点、炭化材２点、炭化物６点、木製品１点） 

（２）土壌分析試料 

試料 10点（土壌試料 10点） 

（３）土壌理化学分析試料 

試料 10点（土壌試料 10点） 

 （４）樹種同定資料 

    試料３点（炭化材１点、炭化物１点、木製品１点） 

 

４ 成果品 

 名 称 等 数量 

１ 報告書（製本したもの） ２部 

２ 報告書デジタルデータファイル（ＵＳＢメモリ等に書き込んだもの） 一式 

３ 本業務の実施により収集・作成した資料 一式 

４ その他、甲の指示したもの 一式 

 

５ その他 

  本仕様に定めのない事項については、委託者と協議し指示に従うこととする。 

   



                         

 

 

 

試料１採取箇所 

 

 

 

 

 

試料２採取箇所 

 

 

 

 

 

試料３採取箇所 

 

 

 

 

 

  

試料１ 土壌分析 １区北壁① 

試料２ 土壌中に含まれる炭化物（灰塚第８号古墳出土炭化物）） 

試料３ 土壌中に含まれる炭化物（灰塚第 11 号古墳出土炭化物）） 

試料４ 土壌中に含まれる炭化物（石見銀山街道出土炭化物）） 

試料２ 土壌分析 １区北壁② 



 

 

  

試料３ 土壌分析 １区北半 水田耕作土 

試料４ 土壌分析 １区南半 水田耕作土 



 

 

  

試料５ 土壌分析 １区 耕作土下層暗褐色土 

試料６ 土壌分析 １～２区（生活道下） 東壁 耕作土 



 

 

  

試料７ 土壌分析 １～２区（生活道下） 西壁 耕作土 

試料８ 土壌分析 ２区 耕作土 



 

 

 

 

試料９ 土壌分析 ２区 耕作土 

試料 10 土壌分析 ３区 耕作土 



                         

 

 

 

  

試料 11 炭化材 １区 SI２ 14C 年代測定・樹種同定 

試料 12 炭化物 １区 SX７ 14C 年代測定・樹種同定 



 

 

  

試料 13 杭 ３区 杭２ 14C 年代測定・樹種同定 

試料 14 炭化材 １区 SI１ 床内 14C 年代測定 



 

 

  

試料 15 炭化物 １区 SB１-P９ 埋土 14C 年代測定 

試料 16 炭化物 ２区 SB５-SP65 埋土 14C 年代測定 



 

 

  

試料 18 炭化物 １～２区 土坑１ 埋土 14C 年代測定 

試料 17 炭化物 ２区 SX９ 埋土上層 14C 年代測定 



 

 

 

 

試料 19 炭化物 ３区 杭１付近水田面直上 14C 年代測定 


